
１．緑の基本計画とは

緑の基本計画とは、都市緑地法第４条に規定された緑地の保全および緑化の推進

に関する基本計画として定めるものです。本計画は、長久手市の緑の現状や緑が果

たすべき役割、また社会の動向などを踏まえながら、緑の将来のあるべき姿を実現

するために、どのように緑を守り、育てるかを明らかにし、第６次長久手市総合計

画がめざす「緑あふれる潤いのあるまちづくり」を進めていくための指針となるも

のです。

２．緑の基本計画改訂の目的

現行の「長久手町緑の基本計画」は平成２２年３月に策定され平成３０年が目標

年次となっています。

本市は人口減少局面に入っている我が国では珍しく、人口が増加している自治体

であり、市街地の拡大や大型商業施設の建設など、緑を取り巻く環境の変化も大き

い状況にあります。

現行計画が目標年次を迎えたこと、今後も続くと想定される人口増加への対応、

都市緑地法の一部改正等を背景に、現行計画の評価、見直し等を行うことを目的と

して、緑の基本計画の改訂を行っています。

改訂に際しては、「第６次長久手市総合計画」や「第３次長久手市土地利用計画」

を上位計画とし、「愛知県広域緑地計画」との整合を図っていきます。

３．策定スケジュール

～８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

市民ワークショップ
①8/29 開催 ②10/3 開催 ③12/12 開催予定

先進地視察（12/7 予定）

みどりの推進会議
①11/29 ②１月中旬頃開催予定

パブコメ
2 月～3月上旬頃

計画策定
3月末

愛知県知事に通知
4月初旬
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■ワークショップの開催

長久手市の「緑あふれる潤いのあるまちづくり」について市民の関心を高め、市

民相互の交流による市民の生の声を集めることにより、「緑の基本計画」を「我が

事」としてとらえていただくことを目的として、ワークショップを開催しています。

これまでに２回のワークショップを開催し、今後、民地緑化の先進地視察と第３

回ワークショップを開催する予定です。

〔第1回ワークショップ 8月29日（木）18：45～20：45〕

・テーマ：長久手市のお気に入りの緑を教えてください

・参加人数：26名

・情報提供：緑地の分類、緑の機能

・成果の詳細はニュースVol.1 参照

〔先進地視察 １２月7日（土）9：00～正午 実施予定〕

・「まちづくり協定」による岡崎市の緑化事例（分譲地）

〔第３回ワークショップ 12月１２日（木）18：45～20：45 開催予定〕

・テーマ：（仮）市民・行政ができることを考えましょう

・情報提供：現行補助事業の紹介、他市の事例紹介

〔第２回ワークショップ 10月 3日（木）18：45～20：45〕

・テーマ：長久手市に不足している緑を教えてください

・参加人数：28名

・情報提供：WS成果の活用イメージ、他市の事例紹介

・成果の詳細はニュースVol.2 参照


